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第５回選挙管理委員会 会次第

                                 令和４年６月２１日(火)

                           午後４時～

１．付議事項について

(1) 公職選挙法第２２条第３項の規定による選挙人名簿の選挙時登録及び同法施行令第２２条第１項

に基づく選挙人名簿登録者数の県選挙管理委員会への報告について

   参議院議員通常選挙における選挙人名簿の選挙時登録を行い、その数を県選挙管理委員会へ報告

するものです。

（名簿登録者数）    （男）       （女）

令和 4 年 6 月 21 日   ５０１，０８３人  ２２８，７８６人  ２７２，２９７人

令和 4 年 6 月 1 日   ４９７，８８８人  ２２７，１６２人  ２７０，７２６人

   増  減      ３，１９５人    １，６２４人    １，５７１人

(2) 住民の直接請求に連署を要する数の告示について

地方自治法

   第７４条第１項（条例の制定，改廃の請求） ５０分の１の数  １０，０２２人

   第７５条第１項（事務監査の請求）            501,083×1/50＝10,021.66  

                                                             ≒10,022   

   第７６条第１項（議会の解散の請求）           

   第８０条第１項（議員の解職の請求）       40 万を超える数に 6 分の 1 を乗じた数と 40 万に 3 分の 1 を

   第８１条第１項（長の解職の請求）          乗じて得た数とを合算して得た数  １５０，１８２人

   第８６条第１項 (主要公務員の解職の請求)     (501,083-400,000)×1/6 +400,000×1/3

                                          ≒16,848+133,334

                                               ＝150,182

市町村の合併の特例等に関する法律

   第４条第１項   （合併協議会設置の請求） ５０分の１の数  １０，０２２人

   第５条第１項   （合併協議会設置の請求）

   第４条第１１項  （合併協議会設置協議について選挙人の投票の請求）  ６分の１の数  ８３，５１４人

   第５条第１５項  （合併協議会設置協議について選挙人の投票の請求）    501,083 ×1/6 ＝83,513.83

                                                              ≒83,514

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第８条第１項 （教育長等の解職の請求） 40 万を超える数に 6 分の 1 を乗じた数と 40 万に 3 分の 1 を

                                                                                    乗じて得た数とを合算して得た数  １５０，１８２人
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(3) 公職選挙法第２８条第２号及び第３号の規定による選挙人名簿から抹消した者について

① 第２号（本市を転出後、４箇月を経過した者）

  抹消対象者   令和 4 年 2月 1 日から令和 4 年 2月 20 日までの表示者

  抹消対象期間  令和 4 年 6月 2 日から令和 4 年 6月 21 日まで

    抹消対象者数  男 ２７６人   女 ２９６人   合計 ５７２人

  ② 第３号（在外選挙人名簿への登録の移転）

   抹消対象者   女１人（前回委員会で移転登録をしたカナダへの転出者）

(4) 鹿児島県議会議員補欠選挙における期日前投票管理者及びその職務代理者の選任並びにその告示

について

   鹿児島県議会議員補欠選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者を選任し、告

示するものです。

(5) 参議院議員通常選挙及び鹿児島県議会議員補欠選挙における開票の場所、日時の決定並びにその

告示について

   参議院議員通常選挙及び鹿児島県議会議員補欠選挙における開票の場所、日時を定め、告示するも

のです。なお、今回の開票所はこれまでの鴨池ドームから西原商会アリーナに変更になります。

開票の場所  西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）

開票の日時  令和４年７月１０日（日）午後９時４０分

(6) 公職選挙法第３０条の６の規定による在外選挙人名簿への登録について

  公職選挙法第３０条の５第１項に基づく申請による有資格者１人（台湾）を登録します。

  

前回までの登録者   ２６１人

       今回の新規登録者    １人

       今回の抹 消 者   △ ０人

          登録者総数   ２６２人
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(7) その他

① 選挙管理委員会開催通知のメールでの送信について

曜 時　刻 摘　　要 出席者 場　所

６月 ２２日 水 17:15 委員会（参議選公示） 全員 選管委員会室

３０日 木 16:00 委員会（県議補選名簿登録） 全員 選管委員会室

７月 １日 金 17:15 委員会（県議補選告示） 全員 選管委員会室

７日 木 17:15 委員会（開票立会人選任） 全員 選管委員会室

８日 金 14:00 開票立会人説明会 委員長 未定

１０日 日 14:00 委員会（参議選・補選投開票） 全員 選管委員会室

20:30 集合 全員 西原商会アリーナ

21:40 開票開始

８月 ３日 水 16:00 委員会 全員 選管委員会室

４日～
５日

木～
金

九選連役員会 委員長・事務局長 宮崎県都城市

９月 １日 木 16:00 委員会（定時登録） 全員 選管委員会室

１０月 ５日 水 16:00 委員会 全員 選管委員会室

未定 全選連理事会・研修会 委員長・事務局長 北海道札幌市

１１月 ２日 水 16:00 委員会 全員 選管委員会室

１２月 １日 木 16:00 委員会（定時登録） 全員 選管委員会室

２．今後の委員会等の日程

月　日


